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は じ め に
　介護支援専門員を取り巻く環境は、介護保険スタートの時点から数回にわたる制度改正を経て大き
く変化し、医療や保険外サービスとの連携など、求められる専門性の多様化、能力水準の高度化が求
められています。一方ケアマネジメントの基本は、利用者の立場に立って一人一人の個別性を尊重し、
生活全体を捉えて利用者の自立支援、悪化の防止を促進するために計画的に総合的に支援を継続して
いく基本は変わるものではありません。
　平成 24年度の改正においては、地域包括ケアシステムによる在宅サービスにおける介護と医療の
連携、日常生活圏における入院・退院・在宅復帰を通じて切れ目のない継続的支援を強化するための
新たなサービスメニューの創設、連携に対する加算などが盛り込まれ、介護支援専門員はこれらの制
度に対応できる実践力が求められています。
　東京都においては、平成 15年 3月より「居宅介護支援専門員業務の手引」を作成し、制度が期待
している標準手続を基本に、利用者の為に確実に行って欲しい業務のポイントを示してきました。平
成 18年度の改正により誕生した予防重視型システム、地域密着型サービス導入時はもとより報酬改
定等も反映して修正・加筆を重ねてきました。
　平成 24年 10月、介護支援専門員を取り巻く新たな環境の変化に対応し、介護支援専門員に求め
られる知識・技術を検証し、東京都における実践への基礎レベルを示した手引の内容を検討するため
に「介護支援専門員業務の手引作成委員会」が設置されました。
　ケアマネジメントの基本理念は利用者の自立支援であり、個々の利用者の主たる生活の場が居宅で
あれ、施設であれ異なるものではありません。また、要支援・要介護状態の程度が異なっても、一人
一人の「その人らしさ」を尊重し、主体性を引き出す関わり方を工夫していくケアマネジメントの視
点は共通です。
　手引の改定に際し委員会では、介護支援専門員は居宅介護支援、施設サービス支援、介護予防支援、
地域密着型サービス（小規模多機能・認知症対応型共同生活介護）支援を全体として理解し、利用者
の生活の場や程度の変化に応じて、ケアマネジメントの継続性を保つためにも相互関係を踏まえて協
働すべき立場にあることから、居宅編、予防編、施設編の分冊にせず、合本とすべきであるとの意見
もありました。しかし、根拠法令も細分化されている今日、日常的に繰り返し活用する部分の汎用性
を考慮すると分冊が望ましいとの合意に至りました。
　ケアマネジメントのさらなる質の向上、法令遵守が強く求められている中で、新たに作成した手引
が、区市町村や地域包括支援センター等の関係機関はもとより、介護支援専門員が配属されている居
宅支援事業所、各種施設、サービス事業者等においても活用していただくことを期待いたします。
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東京都介護支援専門員
業務の手引作成委員会

委員長　國光　登志子



改訂にあたって

　平成１８年度の介護保険法の改正により、介護予防の支援を重視した新予防給付と地域支援事業が

創設されたのをうけ、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が介護予防の視点に立った適切

なケアマネジメントを実施できるように、「新予防給付ケアマネジメント業務の手引（介護支援専門

員編）」が東京都介護支援専門員支援会議によって検討され、平成１８年３月に発行されました。

　この度の平成２４年度改正では、高齢者の尊厳の保持と自立支援といった介護保険の基本理念を一

層推進するため、地域包括ケアシステムの基盤強化が打ち出されました。ここでは、高齢者が地域で

の生活を可能な限り継続できるように、介護予防及び重度化予防等を念頭に、高齢者の自立支援に重

点をおいた居住系や在宅系のサービスが整備され、介護支援専門員には自立支援に資するケアマネジ

メントの実践がこれまで以上に求められています。

　このような状況を踏まえ、「予防給付ケアマネジメントにおける介護支援専門員業務の手引」とし

て改訂することとなりました。本改訂では、基盤強化が目指されている地域包括ケアシステムを理解

したうえで、その構築に向けて介護支援専門員が果たすべき役割等をご理解いただけるように加筆し

ました。また、予防給付ケアマネジメントと介護予防ケアマネジメント業務との関係性を明確に理解

したうえで、予防給付ケアマネジメントを展開できるように整理してみました。加えて、予防給付ケ

アマネジメントの具体的な全体像をご理解いただけるように、事例を加えてあります。

　居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が、地域包括支援センター等と連携し、自立支援に

資する予防給付ケアマネジメントを実践する手引きとして、役立てていただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成 25年 3月

東京都介護支援専門員
業務の手引作成委員会
予防部会　部会長　髙良　麻子
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